
【主な検討内容】
・南海トラフの巨大地震モデル検討会（H24.8公表）
想定震源域・想定津波・波源域の設定の考え方
南海トラフの巨大地震による最大震度･最大津波高さ

・南海トラフ地震対策特別措置法（H25.11成立）
・国土強靭化基本法（H25.12成立）

政府での地震・津波対策

【主な検討課題】
・南海トラフ巨大地震の被害想定（第一次報告）＜建物被害・人的被害等＞
（H24.8公表）
・南海トラフ巨大地震の被害想定（第二次報告）＜施設等の被害及び経済
的な被害＞（H25.3公表）
⇒「南海トラフ巨大地震対策について（最終報告）」の公表（H25.5）

【中央防災会議防災対策推進検討会議】

南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ

連携

【主な取組内容】
・交通政策審議会 港湾分科会 防災部会による「港湾における
地震・津波対策のあり方」（答申）の公表（H24.6）

・ 「津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガイドライ
ン」の改訂（H25.4）

・港湾法の一部改正（H25.5成立）
・「国土交通省南海トラフ巨大地震対策計画」の中間とりまとめ
（H25.8）
・「防波堤の耐津波設計ガイドライン」の改訂（H25.9）
・「港湾の津波避難対策に関するガイドライン」の策定（H25.9）
・「港湾の津波避難施設の設計ガイドライン」の策定（H25.10）
・「港湾における防潮堤（胸壁）の耐津波設計ガイドライン」の策
定（H25.11）

国土交通省における地震・津波対策

最新の知見の活用

最新の知見の活用
・シミュレーションモデル
・津波推計結果

連携

中部の港湾における地震･津波対策検討 体制図（イメージ）

【主な検討内容（平成25年度）】

・各港の「地震・津波対策に関する基本方針」に基づく地震・津波対策のフォ
ローアップ、具体化

・各港及び伊勢湾における港湾機能継続計画（港湾ＢＣＰ、伊勢湾ＢＣＰ）
・名古屋港における基幹的広域防災拠点の検討
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中部の港湾における地震・津波対策

【東海・東南海・南海地震対策中部圏戦略会議】

【主な検討内容】
・「中部圏地震防災基本戦略」の策定（H24.11）
基幹的広域防災拠点（司令塔機能）として愛知県の三の丸地区、静岡
県庁、基幹的広域防災拠点（高次支援機能）として名古屋港、富士山静
岡空港、県営名古屋空港を位置付け

・優先的に取り組む連携課題として「道路啓開・航路啓開等のオペレー
ション計画の策定」を抽出（H25.5フォローアップ）

部門毎の検討

中部の港湾における地震･津波対策の検討経緯 資料１



静岡県津波対策検討会議
＜県内港湾を含む全体会議

H23.4～

中部の港湾における地震・津波対策に関する懇談会
＜中部管内の主要港湾＞

H23.11～

※1 部門毎に

検討を行う

各港における地震・津波対策検討会議
＜名古屋港、三河港、衣浦港、四日市港、津松阪港＞

H23.9～

中
部
の
基
本
方
針
の
取
り

ま
と
め
（平
成
２
４
年
度
末
）

防災拠点のネットワーク形成に向けた検討会
＜三の丸地区（名古屋市）、静岡県庁、名古屋港、県営名古屋空港、富士山静岡空港＞

H24.5～

各港における港湾機能継続計画 作業部会
＜名古屋港、三河港、衣浦港、四日市港、津松阪港＞

H24.11~

港湾機能継続計画（港湾ＢＣＰ）と港間連携の検討

防災拠点の形成に関する検討

名古屋港における中部圏広域
防災ネットワーク 検討委員会

H25.9~

緊
急
物
資
輸
送
に
係
る
行
動
計
画

案
の
策
定
（平
成
２
５
年
度
末
）

施
設
配
置
計
画
（案
）の

作
成
（平
成
２
５
年
度
末
）

「駿河湾港アクションプラン」
推進計画検討委員会

（防災・危機管理部門で検討）
H24.9～

伊勢湾港湾機能継続計画検討会議
H25.11~

※１

（
中
部
圏
地
震
防
災
基
本
戦
略
策
定
）

東
海
・
東
南
海
・
南
海
地
震
対
策
中
部
圏
戦
略
会
議

伊勢湾港湾広域防災協議会＜法定協議会＞
H26.3～（予定）

中部の港湾における地震・津波対策検討体制（H26.3時点）
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これまでの中部の港湾における地震・津波対策の検討

（検討内容）
・各港における地震・津波対策の現状について
・津波高さを把握するため津波シミュレーション結果（暫定版）を公表
・港湾BCP等によるハード・ソフトの連携方策について検討

・「港湾における地震・津波対策のあり方」（答申）のとりまとめ

（検討内容）
・「基本方針」と「港湾における地震・津波対策のあり方」（答申）との整合を確認
･「基本方針」の具体化に向けた取り組み
・中部の港湾における地震・津波対策に関する基本方針に基づいた対策の進捗状況のとりまとめ

基本方針の策定
に向けての取組

基本方針の具体化
に向けての取組

平
成
23
年
度

平
成
24
年
度

主要港湾における地震・津波対策検討会議（第４回～第５回）
中部の港湾における地震・津波対策に関する懇談会（第３回～第４回）

交通政策審議会港湾分科会防災部会（第６回） 平成24年6月13日

名古屋港、三河港、衣浦港、四日市港、津松阪港の「地震・津波対策に関する基本方針」の策定

主要港湾における地震・津波対策検討会議（第１回～第３回）
中部の港湾における地震・津波対策に関する懇談会（第１回～第２回）

南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ
「南海トラフ巨大地震対策について（最終報告）」とりまとめ 平成25年5月28日
・南海トラフの巨大地震による被害想定、地震対策の基本的方向、具体的に実施すべき対策

平
成
25
年
度

・南海トラフ巨大地震に備え、国土交通省の総力を挙げて取り組むべきリアリティのある対策をとりまとめる。
・取り組むべき対策は、「応急活動計画」と「戦略的に推進する（予防的）対策」の２本立て。
・各地方ブロックにおいて、より具体的かつ実践的な「地域対策計画」を策定。

国土交通省 南海トラフ巨大地震対策計画 中間とりまとめ 平成25年8月22日
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主要港湾における地震・津波対策検討会議（第６回）

中部の港湾における地震・津波対策に関する懇談会（第５回）

（検討内容）
「基本方針」に基づいた取り組みの進捗状況について
・各種ガイドライン、新規制度の情報共有
・今後の進め方について
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出典：南海トラフの巨大地震モデル検討会 「南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等（第二次報告）」より引用
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※豊橋市、田原市の[  ]内は三河湾側の値

* 港内の最大津波高は清水港 7m 、田子の浦港 6m、御前崎港 11m、下田港 23m

T.P.
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･地殻変動考慮
･津波高さは小数点第一位を切り上げ
･(  ) 内は内閣府の前回公表値(H24.3.31)
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被害想定（第二次報告）

○被害額 （全国） （東海３県）
資産等 約 170兆円 約68兆円（約4割）
経済活動 約 51 兆円 －

計 約 220 兆円

○港湾被害 （全国）
資産等 約 3.3 兆円
経済活動 約 17  兆円（参考値）
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内閣府 南海トラフの巨大地震による最大震度･最大津波高さ・被害想定



○平成25年3月18日に南海トラフ巨大地震の被害想定が内閣府より公表された。
○東北地方太平洋沖地震と比較して、大きな被害が予測されている。
○中部管内各県においても人的被害が大きい。

浸水面積 浸水域内人口 死者・行方不明者
建物被害
(全壊棟数)

東北地方太平洋沖地震 561km2 約62万人 約18,800人 約130,400棟

南海トラフ巨大地震
（参考：2003年の東海・東南

海・南海地震想定）

1,015km2
(-)

約163万人
(-)

約323,000人
(約24,700人)

約2,386,000棟
(約940,200棟)

倍率 約1.8倍 約2.6倍 約17倍 約18倍

被害が最大となるケースと東北地方太平洋沖地震との比較

出典：平成24年8月29日 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ公表資料

愛知県 三重県 岐阜県 静岡県

各県で死者数が最大となるケー
スの死者数 約2.3万人 約4.3万人 約200人 約10.9万人

(上記のうち、津波による死者数) (約6,400人) (約3.2万人) (―) (約9.5万人)

各県で要救助者数が最大となる
ケースの要救助者数

約7.1万人 約3.4万人 約1,000人 約6.5万人

(上記のうち、津波による要救助者
数) (約2,700人) (約1,400人) (―) (約8,000人)

中部管内各県の想定死者数及び要救助者数

出典：平成24年8月29日 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ公表資料
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内閣府 南海トラフ巨大地震の被害想定（H25.3.18公表）



内閣府 南海トラフ巨大地震対策について最終報告 概要＜南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ＞（H25.5）
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国土交通省では、東日本大震災の教訓を踏まえつつ、ＷＧでの議論等を経て、南海トラフ巨大地震への対策として、現
時点で考えうる内容をとりまとめるとともに、「７つの重要テーマと１０の重点対策箇所」と「今後議論を深めていくべき課
題」を整理した。

国土交通省 南海トラフ巨大地震対策計画（中間とりまとめ）（H25.8）
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国土交通省 南海トラフ巨大地震対策計画（中間とりまとめ）（H25.8）
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南海トラフ地震対策特別措置法の概要（H25.11.22成立）
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〇南海トラフ巨大地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、
・南海トラフ地震防災対策推進地域及び南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定
・南海トラフ地震防災対策推進計画及び津波避難対策緊急事業計画の作成 等
について定め、南海トラフ巨大地震に係る地震防災対策の推進を図る。

目的

〇内閣総理大臣が、南海トラフ巨大地震が発生した場合に備え、地震防災対策を推進する必要がある
南海トラフ地震防災対策推進地域を指定

〇内閣総理大臣は、防災対策推進地域のうち、津波避難対策を特別に強化すべき地域を南海トラフ地
震津波避難対策特別強化地域として指定。
○地域の指定に当たっては、科学的に想定し得る最大規模のものを想定して行う。

南海トラフ地震防災対策推進地域等

○東海から九州地方の太平洋沿岸で津波対策が必要な地域を国が指定。
〇自治体が計画・実施する避難タワーや避難路の整備などに、国が費用の一部を支援。
〇住宅とともに高台移転する学校や病院などの公共施設の用地取得費等を補助。

南海トラフ地震防災対策推進地域、
津波避難対策特別強化地域の指定

（内閣総理大臣）

南海トラフ地震防災対策推進基本計画の作成
（中央防災会議）

南海トラフ地震防災対策推進計画の作成（県、市町村）
・緊急対策実施計画に係る特別の措置
・特定緊急対策事業推進計画の認定及び特別の措置
・緊急集団移転促進事業の実施に係る特別の措置等

津波避難対策緊急事業計画の作成（関係市町村）
・避難施設その他の避難場所に関する整備
・避難路その他の避難経路に関する整備
・集団移転促進事業
・集団移転促進事業に関連して移転が必要と
認められる政令で指定する施設の移転

【施策の流れ】

H26.3（予定）



国土強靱化基本法の概要（H25.12.4成立）

10

国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模災害等から国民の生命、身体及び財産を保護し、
並びに大規模災害等の国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小となるようにすることの重要性に鑑み、事前防災
及び減災その他迅速な復旧復興並びに国際競争力の向上に備えた国土の全域にわたる強靭な国づくりの推進に関し、
基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び国土強靭化基本計画の策定その他国土の強靭化に関する施策の基
本となる事項を定めるとともに、国土強靭化推進本部を設置すること等により、国土の強靭化に関する施策を総合的か
つ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的と
する。

目的

○人命の保護が最大限に図られること。

○国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を
受けず、維持され、我が国の政治、経済及び社会
の活動が持続可能なものとなるようにすること。

○国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化
に資すること。
○迅速な復旧復興に資すること。

基本方針

〇国は、国土強靭化に係る国の計画等の指針となるべきものとして「国土強靭化基本計画」を定める。

〇各都道府県・市町村は、国土強靭化に係る都道府県または市町村の計画等の指針となるべきものと
して「国土強靭化地域計画」を定めることができる。

○既存社会資本の有効活用等により、費用の縮減を図ること。
○施設又は設備の効率的かつ効果的な維持管理に資すること。

○地域の特性に応じて、自然との共生及び環境との調和に配慮
すること。

○基本理念及び基本方針を踏まえ、実施されるべき施策の重点
化を図ること。
○民間の資金の積極的な活用を図ること。

施策の策定・実施の方針

国土強靱化推
進本部の設置

（内閣）

【施策の流れ】

脆弱性評価の指
針の策定

（国土強靱化推
進本部）

脆弱性評価の実施

（国土強靱化推進
本部）

国土強靱化基本
計画の策定

（国土強靱化推
進本部）

国土強靱化地域計
画の策定

（都道府県・市町村）

施策の実施

（国・都道府県・
市町村）

H25.12.17 H25.12.17 H26.3まで（予定） H26.5閣議決定（予定）


